
2021年 3月 6日

　理　事　各　位

一般財団法人中部圏地域創造ファンド　　

　　　　　　　　　　　　　　理事長　稲垣　隆司

提　案　書

　

　本法人の定款第４１条の規定に基づき提案します下記につき、2021年 3月 13日までに、

別紙の同意書を送付いただきますようお願い申し上げます。

記

提案事項

１「休眠預金・新型コロナウイルス緊急支援_ 実行団体一覧（確定版）」の件

　別紙のとおりとする

２　2021年 3月期賞与支給について

　賃金規程第２１条第1 項の規定に基づき、2021年 3月 15日現在に在籍する事務局員に

対し、2021年 3月分賞与を支給する。支給額は基本給の1 か月分とする。

<本法人の定款から抜粋>

（決議の省略）

第４１条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その

提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の

意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。た

だし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。


